
第３ 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

１ 入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は、以下のとおりとする。（別紙１のとおり） 

入札参加者は、単独企業又は複数の企業で構成されるグループとし、グループを構成す

る企業数の上限は任意であり、１企業で複数の業務を兼ねることは可とする。 

複数の企業で構成されるグループは、設計・施工業務の実施を担う者、維持管理の実施

を担う者により構成されるグループ（以下、「入札参加者グループ」）とする。 

入札参加者グループは、施工業務の実施を担う構成企業の中から入札参加者グループの

代表企業を定め、代表企業が入札参加資格審査申請書等の申請及び入札手続きを行うこと。 

入札参加者グループは、入札参加資格審査申請書等の提出時に代表企業及び構成企業の

企業名並びに携わる業務及び工事について明らかにすること。 

資格審査書類の提出後、代表企業及び構成企業の変更は認めない。ただし、やむを得な

い事情があると本市が認めた場合に限り認めるものとする。 

入札参加者グループの構成企業は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。 

２ 共通の入札参加資格要件 

地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第77号）第２条第

２号に掲げる暴力団及びその構成員又はその構成員の統制下にある者でないこと。 

入札参加資格の審査申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間に、本市の指名

停止処分を受けている者でないこと。 

本事業に係るアドバイザー業務に関与した者並びにこれらの者と資本面及び人事面に

おいて関連のある者でないこと。「資本面及び人事面において関連のある者」とは、２(6)

ア及びイに該当する者をいう。なお、本事業に係る本市のアドバイザー業務に関与した者は、

以下に示すとおりである。 

・PwC アドバイザリー合同会社



・日本工営株式会社

・玉野総合コンサルタント株式会社

・PwC 弁護士法人

入札参加者グループを構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他

の入札参加者グループを構成する企業でないこと。「資本関係又は人的関係のある者」とは

次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。これに該当する者が構成企業である入

札参加者グループのした入札は全て無効とする。ただし、該当する者が構成企業である入札

参加者グループの一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とは

ならない。この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当す

る場合には、該当する者のした入札は全て無効とする。ただし、該当する者の一者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならない。 

資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ただし、(ｱ)については、会社等（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第

２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 1 1 

年法律第 225 号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会

社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第２条第７項に規定する更生会社をいう。)である

場合を除く。 

1） 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

i. 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監

査等委員である取締役

ii. 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

iii. 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役

iv. 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている取締役

2） 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役



3） 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会

社をいう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがあ

る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）

4） 組合の理事

5） その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに掲げる者に準ずる者

その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記

ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

３ 各業務における応募資格要件 

設計・施工業務の実施を担う者の要件 

全般 

設計業務の実施を担う者の要件 



① 技術士法（昭和56年法律第25号）に定める技術士で、技術士（上下水道部

門、建設部門、機械部門、電気電子部門のいずれか、又は、総合技術監理

部門（選択科目は上下水道部門、建設部門、機械部門、電気電子部門のい

ずれか））の資格を有する者

② ＲＣＣＭ（選択部門は下水道、鋼構造及びコンクリート、機械、電気電子

のいずれか）の資格を有する者

③ 外国資格を有する技術者で上記①又は②相当との国土交通大臣認定等を受

けている者





施工業務の実施を担う者の要件 



維持管理業務の実施を担う者の要件 

維持管理業務の実施を担う者は、以下に示す要件を満たすこと。 

ＳＰＣを設立する場合 



ＳＰＣを設立しない場合 

参加資格の確認 

参加資格の確認の基準日は、資格審査書類の提出締切日とする。ただし、参加資格確認

後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記参加資格要件を欠くような事態が生じた場

合には、当該入札参加者は失格とする。 




